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D-442 PT、APTT（出血傾向） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、「出血傾向」の病名に対する PT 及び APTT の算定は認め

られる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 出血傾向に対しては原因を追究するため、まずスクリーニング検査を実

施し、その結果により凝固カスケードの異常部位を特定し段階的に検査を

実施する。 

 PT、APTTは凝固スクリーニングとして有用であり、「出血傾向」に対

する算定は原則認められると整理した。 

 


